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種　類 番　号

議　案 18 1

議　案 19 9

議　案 20 25

議　案 21 65

議　案 22 75

議　案 23 85

議　案 24 93

議　案 25 101

議　案　一　覧　表 (平成２６年１２月３日提出）

議　　　案
件　　　　　　　　　　名 ページ

財産の取得について

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

平成２６年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

平成２６年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第３号）

平成２６年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第６号）

平成２６年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

平成２６年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

平成２６年度泉南市水道事業会計補正予算（第３号）



議案第１８号 

 

財産の取得について 

 

 （仮称）泉南阪南共立火葬場建設予定地用地の取得について、次のように仮契約を締結したので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び泉南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年泉南市条例第１２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  平成２６年１２月３日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

１ 所   在  泉南市信達市場２４６４番１の一部 

２ 面   積  １２，８８３．４８平方メートル 

３ 契 約 金 額  ２４，６１８，７９７円 

４ 契約相手方  泉南市信達岡中１７９番１ 

          信達郷共有林野組合 

          管理者 堀 口 武 視 
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土地売買仮契約書 

 

泉南市（以下「甲」という。）と土地所有者（以下「乙」という。）とは、乙の所有する土地について、次の条項により土

地売買仮契約を締結する。 

 

（売買物件） 

第１条 乙は、末尾記載の土地（以下「土地」という。）を甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。 

（売買代金） 

第２条 土地の売買代金は、金２４,６１８,７９７円とする。 

（所有権の移転及び引渡し） 

第３条 土地の所有権は、この契約に係る議案が泉南市議会の可決を得、この仮契約書が本契約書としての効力を生じた日

から甲に移転するものとする。 

２ 乙は、平成２７年３月末日までに土地を甲に引き渡すものとし、引き渡しのときは、乙は売渡土地引渡書を甲に提出す

るものとする。 

（抵当権等の抹消） 

第４条 乙は前条第１項に規定する日までに、その責任と負担において、土地につき、先取特権、抵当権等の担保物権、地

上権、地役権等の用益物権その他名目形式の如何を問わず、甲の完全な所有権の行使を阻害する一切の権利を除去抹消し

なければならない。この場合において、当該権利が登記されているときは、当該登記を抹消しなければならない。 

（所有権移転登記） 

第５条 土地の所有権移転登記に必要な関係書類、その他甲が必要と認めて提出を求めた書類があるときは、乙は、遅延な
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く提出するものとする。 

２ 土地の所有権移転登記に要する登記費用等は、甲が負担する。 

（売買代金の支払い） 

第６条 土地の売買代金については、甲が所有権移転登記後、土地の引き渡しを受けたとき、乙は、第２条の金額の支払い

を甲に請求することができ、甲は当該請求を受けたときは、速やかに乙に支払うものとする。 

（瑕疵担保責任） 

第７条 甲は、この土地について第３条に定める引き渡しを受けた後、これに隠れた瑕疵を発見したときは、乙に対しその

賠償を請求することができる。 

（土地の譲渡等の禁止） 

第８条 乙は、この仮契約の締結後において、次に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 土地を第三者に譲渡すること。 

⑵ 土地に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。 

⑶ 土地に物権を設置すること。 

⑷ 土地の地形を変更すること。 

２ 土地に乙の所有に係る土地に定着する物権が存するときは、乙は、この仮契約の締結後においては、当該物権を第三者

に譲渡し、又は当該物権に賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定してはならない。ただし、甲の同意を得たと

きは、この限りでない。 

（公租公課の負担） 

第９条 土地に対する公租公課は、本契約として効力を生じた日までに確定しているものについては、乙が負担するものと

する。 

（契約に関する紛争の解決） 
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第１０条 本契約の内容又は本契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、乙は責任をもって解決するよう

に努めなければならない。 

（その他の事項） 

第１１条 この契約に定めのない事項又はこの契約に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この契約の締結を証するため、この仮契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。 

この仮契約書は、泉南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により泉南市議会

の可決を得たとき、当然に本契約書としての効力を生じるものとする。 

 

平成２６年１２月１日 

 

甲 泉南市樽井一丁目１番１号 

 泉南市 

代表者 市長 竹 中 勇 人  印 

 

                   乙 泉南市信達岡中１７９番１ 

                     信達郷共有林野組合 

                     管理者 堀 口 武 視   印 
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売買土地の表示 

 

所 在 地 地   番 

地   目  

面  積 

(㎡)

 

単 価

(円)

 

金 額 

(円)
台 帳 現 況

泉南市 

信達市場 

2464 番の 1の

一部 
山林 山林 10,259.99 2,310 23,700,576

泉南市 

信達市場 

2464 番の 1の

一部 
山林 林道 2,623.49 350 918,221

計 12,883.48 24,618,797
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議案第１８号参考 

敷地 

JR 和泉砂川駅 

泉南 IC 

JR 新家駅 

0 0.5ｋｍ 1.0km 1.5km 

市民の里 

泉南市 
阪南市 

南海電鉄 
本線 

阪和 
自動車道

JR 
阪和線 

敷地 

 

第二阪和 
国道 
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座標面積一覧表 

地番 座標面積 地積 坪数 

既存道路 2623.4920785 2623.49 793.606

新設道路 1253.1519655 1253.15 379.078

宅地Ａ 7932.5269375 7932.52 2399.589

宅地Ｂ 89.1648100 89.16 26.972

宅地Ｃ 605.4462820 605.44 183.148

宅地Ｄ 379.7274780 379.72 114.868

合計 12883.5095515 12883.48 3897.261
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議案第１９号 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

  平成２６年１２月３日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 平成２６年人事院勧告に準じ、本市一般職の職員の給与関係規定等について所要の措置を講じる必要から本条例を提案す

るものである。 
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泉南市条例第 号 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年泉南市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条の４第２項第２号イ中「４，１００円」を「４，２００円」に改め、同号ウ中「６，５００円」を「７，１０

０円」に改め、同号エ中「８，９００円」を「１０，０００円」に改め、同号オ中「１１，３００円」を「１２，９００

円」に改め、同号カ中「１３，７００円」を「１５，８００円」に改め、同号キ中「１６，１００円」を「１８，７００

円」に改め、同号ク中「１８，５００円」を「２１，６００円」に改め、同号ケ中「２０，９００円」を「２４，４００

円」に改め、同号コ中「２１，８００円」を「２６，２００円」に改め、同号サ中「２２，７００円」を「２８，０００

円」に改め、同号シ中「２３，６００円」を「２９，８００円」に改め、同号ス中「２４，５００円」を「３１，６００

円」に改める。 

 第２４条第２項第１号中「１００分の６７．５」を「１００分の８２．５」に改め、同項第２号中「１００分の３２．

５」を「１００分の３７．５」に改め、同項第３号中「１００分の３６．５」を「１００分の４１．５」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

一般職給料表 （単位：円）

職員の区分 職務

の級 
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
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再任用職員

及び任期付

職員以外の

職員 

1 137,600 187,700 224,600 263,500 290,700 322,100 367,500 414,100

2 138,700 189,500 226,500 265,600 293,000 324,400 370,100 416,600

3 139,900 191,300 228,400 267,600 295,300 326,700 372,700 419,100

4 141,000 193,100 230,200 269,700 297,600 329,000 375,300 421,600

 5 142,100 194,700 231,900 271,700 299,700 331,300 377,500 423,500

 6 143,200 196,500 233,800 273,800 302,000 333,400 380,000 425,800

 7 144,300 198,300 235,700 275,900 304,300 335,600 382,500 428,000

 8 145,400 200,100 237,500 278,000 306,600 337,800 385,000 430,200

 9 146,500 201,800 239,200 280,100 308,800 340,000 387,600 432,300

 10 147,900 203,600 241,100 282,200 311,100 342,200 390,300 434,400

 11 149,200 205,400 242,900 284,300 313,400 344,400 393,000 436,500

 12 150,500 207,200 244,800 286,400 315,700 346,600 395,700 438,700

 13 151,800 208,800 246,500 288,500 317,900 348,600 398,200 440,500

 14 153,300 210,700 248,400 290,600 320,100 350,700 400,500 442,400

 15 154,800 212,600 250,200 292,700 322,300 352,800 402,800 444,400

 16 156,400 214,500 252,000 294,800 324,500 354,900 405,200 446,400

 17 157,700 216,300 253,700 296,800 326,600 356,800 407,100 448,300

 18 159,200 218,200 255,700 298,900 328,700 358,800 409,100 450,100

 19 160,700 220,100 257,700 301,000 330,800 360,800 411,000 451,900

 20 162,200 222,000 259,700 303,100 332,800 362,700 412,900 453,700
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 21 163,600 223,700 261,600 305,200 334,900 364,800 414,800 455,500

 22 166,300 225,600 263,500 307,300 337,000 366,700 416,600 457,000

 23 168,900 227,500 265,400 309,400 339,100 368,700 418,500 458,500

 24 171,500 229,400 267,200 311,500 341,200 370,700 420,500 460,000

 25 174,200 231,000 269,200 313,400 342,800 372,700 422,300 461,400

 26 175,900 232,800 271,100 315,500 344,800 374,700 423,800 462,700

 27 177,600 234,500 273,000 317,600 346,800 376,700 425,400 464,000

 28 179,300 236,300 274,900 319,700 348,800 378,700 427,000 465,200

 29 180,800 237,700 276,700 321,700 350,600 380,300 428,600 466,200

 30 182,600 239,200 278,600 323,800 352,500 382,100 429,900 466,900

 31 184,400 240,700 280,500 325,900 354,400 383,900 431,200 467,700

 32 186,100 242,200 282,400 328,000 356,300 385,600 432,500 468,400

 33 187,700 243,600 284,100 329,600 358,200 387,400 433,700 469,100

 34 189,200 245,100 286,000 331,600 360,000 388,800 435,000 469,900

 35 190,700 246,600 287,900 333,700 361,800 390,400 436,300 470,600

 36 192,200 248,200 289,800 335,800 363,500 392,000 437,500 471,400

 37 193,500 249,500 291,500 337,700 365,000 393,500 438,700 472,200

 38 194,800 251,100 293,300 339,700 366,300 394,700 439,500 472,900

 39 196,100 252,700 295,100 341,700 367,700 395,900 440,300 473,700

 40 197,400 254,300 296,900 343,700 369,100 397,100 441,100 474,500
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 41 198,700 255,700 298,700 345,600 370,600 398,200 441,700 475,300

 42 200,000 257,100 300,400 347,500 371,500 399,400 442,400 476,000

 43 201,300 258,500 302,100 349,400 372,600 400,600 443,100 476,800

 44 202,600 259,900 303,800 351,300 373,700 401,800 443,800 477,400

 45 203,800 261,100 305,500 352,800 374,500 402,500 444,600 478,200

 46 205,100 262,500 307,200 354,300 375,400 403,200 445,400

 47 206,400 263,900 308,900 355,800 376,300 403,900 446,100

 48 207,700 265,300 310,600 357,300 377,200 404,600 446,900

 49 208,800 266,600 311,800 359,000 378,200 405,200 447,500

 50 209,900 267,800 313,400 359,800 379,000 405,900 448,200

 51 211,000 269,100 315,000 361,000 379,800 406,600 449,000

 52 212,100 270,400 316,600 362,000 380,600 407,300 449,800

 53 213,300 271,500 318,300 362,900 381,300 408,000 450,400

 54 214,300 272,700 319,900 364,000 382,000 408,700 451,200

 55 215,300 274,000 321,500 365,000 382,700 409,400 452,000

 56 216,300 275,300 323,100 366,100 383,400 410,000 452,600

 57 217,100 276,400 324,600 367,000 383,900 410,600 453,200

 58 218,100 277,500 325,800 367,700 384,500 411,200 454,000

 59 219,000 278,600 327,000 368,400 385,200 411,800 454,800

 60 220,000 279,700 328,200 369,100 385,900 412,400 455,600
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 61 220,800 280,900 329,000 369,600 386,300 412,900 456,200

 62 221,800 281,900 329,900 370,200 387,000 413,600

 63 222,800 282,900 330,700 370,900 387,600 414,200

 64 223,800 283,900 331,500 371,600 388,200 414,800

 65 224,500 284,700 332,400 371,900 388,700 415,100

 66 225,500 285,600 332,800 372,600 389,300 415,700

 67 226,500 286,500 333,600 373,300 389,900 416,400

 68 227,600 287,400 334,400 374,000 390,500 416,900

 69 228,400 288,400 335,200 374,400 390,900 417,400

 70 229,200 289,200 335,900 375,000 391,500 418,100

 71 230,000 290,000 336,600 375,700 392,200 418,800

 72 230,800 290,800 337,300 376,300 392,800 419,500

 73 231,600 291,600 337,800 376,700 393,100 420,000

 74 232,300 292,100 338,400 377,300 393,800 420,700

 75 233,000 292,600 339,000 378,000 394,500 421,400

 76 233,700 293,100 339,600 378,600 395,000 422,100

 77 234,400 293,200 339,900 379,000 395,400 422,600

 78 235,200 293,600 340,400 379,500 396,100

 79 236,000 293,800 340,800 380,100 396,800

 80 236,800 294,200 341,300 380,600 397,500
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 81 237,500 294,400 341,700 381,100 398,000

 82 238,200 294,600 342,200 381,700 398,700

 83 238,900 295,000 342,700 382,300 399,400

 84 239,600 295,300 343,200 382,700 400,100

 85 240,300 295,600 343,600 383,300 400,600

 86 241,000 295,900 344,000 383,900

 87 241,700 296,200 344,500 384,500

 88 242,400 296,600 344,900 385,100

 89 243,100 296,900 345,200 385,800

 90 243,600 297,300 345,600 386,400

 91 244,100 297,700 346,100 387,000

 92 244,600 298,100 346,500 387,600

 93 244,900 298,200 346,700 388,300

 94 298,500 347,100

 95 298,900 347,600

 96 299,300 348,000

 97 299,500 348,100

 98 299,800 348,600

 99 300,200 349,100

 100 300,600 349,400
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 101 300,800 349,700

 102 301,100 350,100

 103 301,500 350,500

 104 301,800 350,900

 105 302,000 351,400

 106 302,300 351,800

 107 302,700 352,200

 108 303,000 352,600

 109 303,200 353,100

 110 303,600 353,500

 111 304,000 353,900

 112 304,300 354,200

 113 304,400 354,700

 114 304,700

 115 305,000

 116 305,400

 117 305,600

 118 305,800

 119 306,100

 120 306,400
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 121 306,800

 122 307,000

 123 307,300

 124 307,600

 125 308,000

再任用職員 185,800 213,400 257,600 277,800 293,200 319,100 361,600 395,400

任期付職員 186,300 214,000 258,400 278,700 294,300 320,300 363,000 397,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。 

別表第２（第３条関係） 

教育職給料表 （単位：円） 

職員の区分 職務の級 1級 2級 3級  9 164,400 184,000 311,800 

号給 給料月額 給料月額 給料月額  10 166,500 186,800 314,700 

再任用職員

等以外の職

員 

1 150,900 166,700 287,700 11 168,500 189,500 317,600 

2 152,400 168,800 290,800 12 170,500 192,200 320,500 

3 153,900 170,900 293,900 13 172,500 195,100 323,200 

4 155,400 173,100 297,000 14 174,700 196,800 325,500 

5 157,100 175,100 299,700 15 176,900 198,400 327,700 

 6 159,000 177,300 302,600 16 179,100 200,100 330,000 

 7 160,800 179,500 305,700 17 181,400 201,900 332,300 

 8 162,600 181,700 308,800 18 184,000 203,600 334,600 
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 19 186,500 205,300 336,900 39 221,100 251,800 375,900 

 20 189,000 206,900 339,200 40 222,800 254,600 377,500 

 21 191,500 208,700 341,500 41 224,600 257,400 378,800 

 22 193,200 210,600 343,800 42 226,400 260,000 380,300 

 23 194,900 212,500 346,100 43 228,200 262,600 381,800 

 24 196,600 214,400 348,400 44 229,900 265,200 383,300 

 25 198,100 216,100 350,600 45 231,800 267,600 384,900 

 26 199,700 218,100 352,500 46 233,500 270,200 386,500 

 27 201,300 220,100 354,400 47 235,200 272,700 388,100 

 28 202,800 222,100 356,300 48 236,900 275,200 389,700 

 29 204,500 224,000 358,200 49 238,600 277,700 391,100 

 30 206,200 226,700 360,100 50 240,300 280,200 392,600 

 31 207,900 229,400 361,800 51 242,000 282,800 394,100 

 32 209,600 232,100 363,700 52 243,600 285,400 395,600 

 33 211,100 234,900 365,500 53 244,900 287,900 396,800 

 34 212,800 237,800 367,200 54 246,600 290,500 398,100 

 35 214,500 240,700 369,000 55 248,200 293,000 399,200 

 36 216,200 243,500 370,800 56 249,900 295,500 400,400 

 37 217,700 246,200 372,700 57 251,300 297,800 401,900 

 38 219,400 249,000 374,300 58 252,800 300,400 403,100 
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 59 254,300 303,000 404,400 79 282,800 348,000 425,400 

 60 255,800 305,700 405,700 80 284,000 349,900 426,100 

 61 257,300 308,200 407,000 81 285,300 351,700 426,900 

 62 258,800 310,700 408,000 82 286,400 353,500 427,500 

 63 260,300 313,200 409,400 83 287,600 355,300 428,000 

 64 261,700 315,700 410,800 84 288,800 357,100 428,700 

 65 263,000 318,100 412,000 85 289,800 358,500 429,400 

 66 264,600 320,300 413,100 86 290,800 360,200 429,900 

 67 266,200 322,500 414,300 87 291,800 361,900 430,500 

 68 267,700 324,700 415,500 88 292,800 363,500 431,200 

 69 269,400 327,000 416,500 89 293,900 365,000 431,900 

 70 270,900 329,200 417,700 90 294,800 366,300 432,500 

 71 272,400 331,400 418,900 91 295,700 367,700 433,200 

 72 273,900 333,500 420,100 92 296,600 369,100 433,700 

 73 275,100 335,700 420,900 93 297,100 370,600 434,200 

 74 276,400 337,900 421,700 94 297,900 371,900  

 75 277,700 340,100 422,500 95 298,700 373,200  

 76 279,000 342,300 423,300 96 299,500 374,500  

 77 280,400 344,200 423,900 97 300,300 375,500  

 78 281,600 346,100 424,700 98 301,100 376,500  
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 99 301,900 377,500 119 309,100 395,800  

 100 302,700 378,500 120 309,400 396,600  

 101 303,600 379,600 121 309,500 397,200  

 102 304,100 380,600 122 309,700 398,000  

 103 304,600 381,600 123 310,000 398,700  

 104 305,100 382,600 124 310,300 399,400  

 105 305,300 383,400 125 310,500 400,100  

 106 305,700 384,300 126 400,800  

 107 306,000 385,200 127 401,300  

 108 306,300 386,200 128 401,900  

 109 306,500 387,100 129 402,600  

 110 306,700 388,100 130 403,200  

 111 307,000 389,100 131 403,900  

 112 307,300 390,100 132 404,500  

 113 307,500 390,700 133 404,800  

 114 307,700 391,600 134 405,400  

 115 307,900 392,500 135 406,000  

 116 308,200 393,400 136 406,400  

 117 308,500 394,200 137 406,800  

 118 308,800 395,000 138 407,400  
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 139 408,000  

 140 408,600  

 141 409,000  

 142 409,600  

 143 410,200  

 144 410,800  

 145 411,200  

 146 411,800  

 147 412,400  

 148 413,000  

 149 413,400  

再任用職員 212,300 262,900 296,200  

任期付職員 212,900 263,700 297,200  

備考 この表は、幼稚園に勤務する園長、教諭その他の職

員で規則に定める者に適用する。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第２４条第２項第１号中「１００分の８２．５」を「１００分の７５」に改め、同項第２号中「１００分の３７．５」

を「１００分の３５」に改め、同項第３号中「１００分の４１．５」を「１００分の３９」に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第１５条の４第２項

第２号、別表第１及び別表第２の規定は平成２６年４月１日から、改正後の条例第２４条第２項の規定は平成２６年１２

月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条による改正前の一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正

前の条例」という。）の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定により支給する給与の内払とみなす。 

（勤勉手当の支給日の特例） 

４ 前項の規定による改正後の条例第２４条第２項の規定に基づき支給する勤勉手当の額から、改正前の条例第２４条第２

項の規定に基づき支給された勤勉手当の額を減じて得た額に相当する勤勉手当の支給日については、条例第２４条第１項

中「１５日を超えない範囲内において市長が定める日」とあるのは、「市長が定める日」と読み替える。 

（委任） 

５ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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議案第２０号 

 

平成２６年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第６号） 

 

 平成２６年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２，７００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２２，１７５，８５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

平成２６年１２月３日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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27



28



29



30



 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 

 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第６号）事項別明細書 



 

31



 

32



 

33



 

34



 

35



 

36



 

37



 

38



 

39



 

40



 

41



 

42



 

43



 

44



 

45



 

46



 

47



 

48



 

49



 

50



 

51



 

52



 

53



 

54



 

55



 

56



 

57



その他の

手　　当
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

長　等 2 0 13,112 5,436 394 8,779 27,721 3,014 30,735

議　員 17 97,663 0 37,895 0 0 135,558 53,837 189,395

その他の
特別職

1,009 62,224 0 0 0 0 62,224 0 62,224

計 1,028 159,887 13,112 43,331 394 8,779 225,503 56,851 282,354

長　等 2 0 17,043 6,934 512 8,635 33,124 4,323 37,447

議　員 17 97,663 0 37,895 0 0 135,558 53,837 189,395

その他の
特別職

1,009 62,224 0 0 0 0 62,224 0 62,224

計 1,028 159,887 17,043 44,829 512 8,635 230,906 58,160 289,066

長　等 0 0 △ 3,931 △ 1,498 △ 118 144 △ 5,403 △ 1,309 △ 6,712

議　員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の
特別職

0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 △ 3,931 △ 1,498 △ 118 144 △ 5,403 △ 1,309 △ 6,712

給　　与　　費　　明　　細　　書

１．特別職

区　　　　分 職員数

給　　　　　　与　　　　　　費

共済費 合　計 備　　　考
報酬 給料 期末手当 地域手当 計

補正後

その他の手当
通勤手当　  194千円
退職手当　8,585千円

補正前

その他の手当
通勤手当　　 48千円
退職手当　8,585千円

比　 較

その他の手当
通勤手当　　 2千円

その他の手当
通勤手当　　 2千円
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２. 一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

480 1,763,031 1,156,055 2,919,086 607,078 3,526,164

480 1,758,863 1,130,146 2,889,009 601,734 3,490,743

0 4,168 25,909 30,077 5,344 35,421

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

55,701 54,599 38,352 13,770 79,134 28,636 8,498 26,395 418,266

55,701 54,469 38,352 13,770 79,134 27,355 8,498 26,395 417,164

0 130 0 0 0 1,281 0 0 1,102

千円 千円

235,147 197,557

211,751 197,557

23,396 0

勤勉手当

児童手当管理職手当

退職手当

職員手当
等の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

比  較

区  分

補正後

補正前

給　　　与　　　費
備　　　　　　　　考

特殊勤務手当扶養手当 住居手当地域手当 超過勤務手当 期末手当通勤手当

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前
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（２）給料及び職員手当等の増額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円

人事院勧告に伴う改定
交通用具使用者に係る通勤手当の額
及び勤勉手当支給月数の引上げ

増減事由別明細 備      　　　  考

4,168

25,909

人事院勧告に伴う改定給　　料

職員手当等 25,909

4,168 給与改定に伴う増減分

制度改定に伴う増減額分

　地域手当 130 千円

　通勤手当 1,281 千円

　期末手当 1,102 千円

　勤勉手当 23,396 千円
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議案第２１号 

 

平成２６年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 

 平成２６年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３７９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

８，９１３，４８０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 

  平成２６年１２月３日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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平成２６年度 

 

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）事項別明細書 
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２．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

15 55,765 32,673 88,438 19,295 107,733

15 55,541 31,748 87,289 19,065 106,354

0 224 925 1,149 230 1,379

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,110 1,707 1,056 1,296 4,382 992 684 560 13,203 7,683

1,110 1,701 1,056 1,296 4,382 962 684 560 13,121 6,876

0 6 0 0 0 30 0 0 82 807

超過勤務手当管理職手当 勤勉手当

備　　　　　　　　考

特殊勤務手当通勤手当 期末手当児童手当

給　　　与　　　費

扶養手当 住居手当地域手当

職員手当
等の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

給  与  費  明  細  書

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前
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（２）給料及び職員手当等の増額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円

　 224 224 人事院勧告に伴う改定

千円

30 千円 勤勉手当 807

職　 員
手当等 千円

6 千円 期末手当 82

給　　料

925

増減事由別明細 備      　　　  考

制度改定に
伴う増減額
分

給与改定に
伴う増減分

925
人事院勧告に伴う改定
交通用具使用者に係る通勤手当の額及び勤
勉手当支給月数の引上げ

地域手当

通勤手当
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議案第２２号 

 

平成２６年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

平成２６年度大阪府泉南市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２１７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１，９２６，０５９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

平成２６年１２月３日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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平成２６年度 

 

大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第３号）事項別明細書 



 

79



 

80



 

81



１．一  般  職

（１）総    括

人 千円 千円

12 18,009 101,368

補正前
12 17,833 100,151

比 　較
0 176 1,217

区　分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 児童手当 期末手当 勤勉手当

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,420 1,643 576 1,296 1,296 847 209 1,680 13,441 7,735 0

補正前
3,420 1,636 576 1,296 1,296 828 209 1,680 13,388 6,942 0

比　較
0 7 0 0 0 19 0 0 53 793 0

職員数区　分
職員手当等

備　　考共済費 合　　計
給料

給　　　　与　　　　費

32,143

千円

83,359

1,041

計

千円

31,271

給　与　費　明　細　書

職　員
手当等
の内訳

千円

51,216

51,047

169

補正後

872

82,318

補正後
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区　分 増 減 額

千円

給与改定
に伴う増
減分

給　料

職  員
手当等

169

872
制度改定
に伴う増
減額分

872

169

千円 勤勉手当 793

人事院勧告に伴う改定
交通用具使用者に係る通勤手当の額及び
勤勉手当支給月数の引上げ

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

備　　　　　　考説　　　　　　　明増減事由別明細

人事院勧告に伴う改定

千円

地域手当 7 千円 期末手当 53 千円

通勤手当 19
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議案第２３号 

 

平成２６年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成２６年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４０８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

４，８８２，２３９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

  平成２６年１２月３日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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平成２６年度 

 

大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）事項別明細書 



 

89
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１．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

19 64,277 36,012 100,289 20,612 120,901

19 64,060 35,056 99,116 20,377 119,493

0 217 956 1,173 235 1,408

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,590 2,007 576 648 3,841 1,266 1,380 15,214 8,490

2,590 2,001 576 648 3,841 1,227 1,380 15,100 7,693

0 6 0 0 0 39 0 114 797

期末手当 勤勉手当

補正後

補正前

比  較

地域手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当

補正後

補正前

比　較

職員手当
等の内訳

区  分 扶養手当

給  与  費  明  細  書

区  分 職員数
給　　　与　　　費

共済費 合   計 備　　　　　　　　考

91



（２）給料及び職員手当等の増額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円

　 給　　料 217 217 人事院勧告に伴う改定

千円

6 千円 期末手当 114 千円

通勤手当 39 千円 勤勉手当 797

職　 員
手当等

956
制度改定に
伴う増減額
分

956
人事院勧告に伴う改定
交通用具使用者に係る通勤手当の額及び
勤勉手当支給月数の引上げ

地域手当

増減事由別明細 備      　　　  考

給与改定に
伴う増減分
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議案第２４号 

 

   平成２６年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成２６年度大阪府泉南市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

６９７，１６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

  平成２６年１２月３日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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平成２６年度 

 

大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）事項別明細書 
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1．一　般　職

（1）総  括

人 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

補正後

補正前

比　　較

通勤手当

5,277

15,636

15,8113

3

175

0

2,628

2,622

0 1,483

1,348

補正後

地域手当

134

児童手当 期末手当 勤勉手当

60 8

205

職員手当等
234

0

超過勤務手当

30

扶養手当

135

0 474 126

150

住居手当

0 474

0 0

25

比　　較

の 　内 　訳

324

補正前 234

0

323

1

区  分

19,212

19,0075,127

給　　　料 職員手当等

3,401

3,371

計

10,534

10,509

給　与　費　明　細　書

備    考
給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

共済費 合  計職員数区  分
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区　分 増 減 額

千円

1 千円

8 千円

6 千円

135 千円

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

増減事由別明細 説　　　　　　　明 備　　　　　　考

給　料

期末手当

給与改定
に伴う増
減分

25

地域手当

通勤手当

勤勉手当

人事院勧告に伴う改定
25

職  員
手当等

150
制度改定
に伴う増
減額分

226
人事院勧告に伴う改定
交通用具使用者に係る通勤手当の額及び
勤勉手当支給月数の引上げ
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議案第２５号 
 

   平成２６年度泉南市水道事業会計補正予算（第３号） 

 
（総則） 

第１条 平成２６年度泉南市の水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 （収益的支出） 
第２条 平成２６年度泉南市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり

補正する。 
                        支     出 
                  既決予定額       補正予定額        計 

第１款 水道事業費用   ２，０５５，７４０千円   １，６５９千円   ２，０５７，３９９千円 
  第１項   営業費用  １，５５８，８６２千円   １，６５９千円   １，５６０，５２１千円 
 （資本的支出） 
第３条 予算第４条中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３４３，９４０千円」を「資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額３４４，５５６千円」に、「過年度分損益勘定留保資金３３２，２３６千円」を「過年度分損益勘

定留保資金３３２，８５２千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 
                        支     出 
                  既決予定額       補正予定額        計 

第１款  資本的支出     ５１３，２５３千円     ６１６千円     ５１３，８６９千円 
  第１項  建設改良費    ３３３，１３１千円     ６１６千円     ３３３，７４７千円 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
第４条 予算第８条の職員給与費「４４７，９２４千円」を「４５０，１９９千円」に補正する。 
 

平成２６年１２月３日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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収益的支 補

平成26年度泉南市水道事業会計補正予算説明書

収益的支出の補正

既決予定額 補正予定額 計

2 055 740 1 659 2 057 399

（単位：千円）

備　　　　考款　　　　　項 目 節

B 水 道 事 業 費 用 2,055,740 1,659 2,057,399

1， 営 業 費 用 1,558,862 1,659 1,560,521

1， 原 水 及 び 浄 水 費 673,885 388 674,273

1， 給 料 13,748 17 13,765 17給 料

B ， 水 道 事 業 費 用

1， 給 料 13,748 17 13,765 17

2， 手 当 25,997 213 26,210 1

1

5

給 料

通 勤 手 当

地 域 手 当

期 末 手 当

206

3， 賞 与 等 引 当 金 1,931 115 2,046 64

繰 入 額 35

勤 勉 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

16

6， 法 定 福 利 費 4,470 43 4,513 43

2， 配 水 及 び 給 水 費 163,601 321 163,922

1 給 料 13 213 34 13 247 34

法 定 福 利 費

共済組合納付金

給 料1， 給 料 13,213 34 13,247 34

2， 手 当 5,459 210 5,669 1

2通 勤 手 当

給 料

地 域 手 当
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9

198

3， 賞 与 等 引 当 金 1,923 31 1,954 18

繰 額

期 末 手 当

勤 勉 手 当

勤 勉 手 当

期 末 手 当

繰 入 額 10

3

6， 法 定 福 利 費 4,745 46 4,791 46

3 業 務 費 79 625 206 79 831

勤 勉 手 当

法 定 福 利 費

共済組合納付金

3， 業 務 費 79,625 206 79,831

1， 給 料 4,318 13 4,331 13

2， 手 当 2,610 71 2,681 1

3

給 料

地 域 手 当

期 末 手 当 3

67

3， 賞 与 等 引 当 金 559 106 665 58

繰 入 額 32

期 末 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

勤 勉 手 当

16

6， 法 定 福 利 費 1,438 16 1,454 16

6， 総 係 費 79,985 634 80,619

共済組合納付金

法 定 福 利 費

1， 給 料 22,010 46 22,056 46

2， 手 当 10,585 384 10,969 2

13

27

給 料

地 域 手 当

通 勤 手 当

期 末 手 当 27

342

3， 賞 与 等 引 当 金 3,244 144 3,388 79

繰 入 額 44

期 末 手 当

勤 勉 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当繰 入 額 44勤 勉 手 当
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21

6， 法 定 福 利 費 7,501 60 7,561 60

9， 水 質 費 16,041 110 16,151

給 料 給 料

共済組合納付金

法 定 福 利 費

1， 給 料 4,393 13 4,406 13

2， 手 当 1,412 76 1,488 1

8

3

通 勤 手 当

給 料

地 域 手 当

期 末 手 当 3

64

3， 賞 与 等 引 当 金 627 6 633 4

繰 入 額 2

期 末 手 当

勤 勉 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当繰 入 額 2

6， 法 定 福 利 費 1,426 15 1,441 15

2,055,740 1,659 2,057,399合　　　　　　　計

勤 勉 手 当

共済組合納付金

資本的支出の補正

（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

513,253 616 513,869

1， 建 設 改 良 費 333,131 616 333,747

1 事 務 費 52 926 616 53 542

D ， 資 本 的 支 出

款　　　　　項 目 節 備　　　　考

1， 事 務 費 52,926 616 53,542

1， 給 料 26,335 80 26,415 80

2， 手 当 15,096 441 15,537 2

15

給 料

地 域 手 当

通 勤 手 当 15通 勤 手 当
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20

404

6， 法 定 福 利 費 9,449 95 9,544 95

合 計

共済組合納付金

期 末 手 当

勤 勉 手 当

513,253 616 513,869合　　　　　　　計
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1.総　括

給 与 費 明 細 書

（単位：千円）

合　　計

給 与 費

法定福利費区 分

職 員 数

13 0 57,8050

給 料 手 当 計報 酬

318,553 376,358 22,345損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員補正後

398,703

一般職
（人）

その他
（人）

6 0

19 0

13 0

6 0

0

26,415

84,220

0

317,253 374,935

15,537

57,682

資本勘定支弁職員

合　　計

補正後

397,044

9,449 50,880

22,109

9,544

31,889

41,431

41,952 51,496

418,310

15,096

334,090 450,199

0 26,335

損益勘定支弁職員 0

補正前 資本勘定支弁職員

19 0

0 0

0 0

, ,

236 1,659

,

1,300

447,92431,558

,

416,366

1,423

0 441

0 123

,

332,349

80

0 84,017

補 前

比較

資本勘定支弁職員

合　　計

損益勘定支弁職員

616資本勘定支弁職員 521 95

0 0 0 203合　　計 1,944 331 2,2751,741

107



25,913

2,620

290

2,612

26,2032,980

2,980

0 8

扶養手当 地域手当 期末手当 通勤手当住居手当

13,591

14,995

勤勉手当

0

0 1,090

1,051

3901 404

区分

補正後

補正前

比 較
手当の内訳

補正後

補正前

区分

1,5603322,640

332

24,828

290

特殊勤務手当管理職手当

0

超勤手当

24,828

8

児童手当

1,5602,640

退職手当

256,842

256,842

3901,404比　較

2.給料及び手当の増減額の明細

比　較 0 0 00 0

（単位 千円）

人事院勧告に伴う増加分 203給 料

区分 増　減　額 説　　　　　明増　減　事　由　内　訳

（単位：千円）

備　　　　　考

203 203給　料 人事院勧告に伴う増加分人事院勧告に伴う増加分

通 勤 手 当
人事院勧告に伴う増加分1,741人事院勧告に伴う増加分

給 料

39

地 域 手 当 8

手 当 1,741

給 料 人事院勧告 伴う増加分

290
人事院勧告に伴う増加分1,741人事院勧告に伴う増加分

勤 勉 手 当

手　当 1,741

1,404

期 末 手 当
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